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規 則

　

  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日

を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の

　 　 　 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ６ 年 月 横

浜 市 条 例 第 号 ） 中 別 表 第 １ の ２ の 表 横 浜 市 庄 戸 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ

ス に 係 る 改 正 規 定 は 、 令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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  横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽 水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的

な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ

に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

横 浜 市 規 則 第 号

　 　 　 横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽 水 道 に お け る 安 全

　 　 　 で 衛 生 的 な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

　 　 　 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽 水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的

な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 た だ し 書 中 「 の 項 ま で 、 の 項 及 び の 項

か ら の 項 ま で 」 を 「 の 項 ま で 、 の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま

で 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 ア 中 「 の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」

を 「 の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ 本 文 中 「

の 項 ま で 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」 を 「 の 項 ま で 、 の 項 か ら

の 項 ま で 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ た だ し 書 中

「 の 項 ま で 、 の 項 か ら の 項 ま で 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」

を 「 の 項 ま で 、 の 項 、 の 項 か ら の 項 ま で 及 び の 項 か ら

の 項 ま で 」 に 改 め 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

    ウ   省 令 の 表 中 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 事 項 に 関 す る 検 査 に つ い

      て は 、 次 の と お り と す る 。

        お お む ね ３ 箇 月 に １ 回 以 上 と す る こ と 。

        当 該 事 項 に つ い て の 過 去 の 検 査 の 結 果 に よ り 当 該 事 項 の

        検 出 さ れ る お そ れ が 少 な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 の 規

        定 に か か わ ら ず 、 お お む ね ６ 箇 月 に １ 回 以 上 と す る こ と が

        で き る 。

        当 該 事 項 に つ い て の 過 去 の 検 査 の 結 果 及 び 原 水 並 び に 水

        源 及 び そ の 周 辺 の 状 況 （ 近 傍 の 地 域 に お け る 地 下 水 の 状 況

        を 含 む 。 ） を 勘 案 し て 、 当 該 事 項 の 検 出 さ れ る お そ れ が 少

        な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 の 規 定 に か か わ ら ず 、 お お

        む ね １ 年 に １ 回 以 上 と す る こ と が で き る 。

        水 源 に 水 又 は 汚 染 物 質 を 排 出 す る 施 設 の 設 置 の 状 況 等 か

        ら 原 水 の 水 質 が 大 き く 変 わ る お そ れ が 少 な い と 認 め ら れ る

        場 合 （ 過 去 ３ 年 間 に お い て 取 水 地 点 又 は 浄 水 方 法 を 変 更 し

        た 場 合 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 過 去 ３ 年 間 に お け る 当 該 事 項

        に つ い て の 検 査 の 結 果 が 全 て 基 準 値 の 分 の １ 以 下 で あ る

        と き は 、 の 規 定 に か か わ ら ず 、 お お む ね ３ 年 に １ 回 以 上

        と す る こ と が で き る 。

12 15

90

11

20 36 39

45 21 37 40 46

38 46 51

39 47 52 37

39 45 19 21

38 40 46

20 32 37 39 45

19 21 33 38 40 46

20

(ア)

(イ)

(ア)

(ウ)

(ア)

(エ)

10

(ア)

4

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日



        過 去 １ 年 間 に お け る 当 該 事 項 に つ い て の 検 査 の 結 果 が 基

        準 値 の ５ 分 の １ を 超 え た 場 合 は 、 、 及 び の 規 定 に か

        か わ ら ず 、 お お む ね ３ 箇 月 に １ 回 以 上 と す る こ と 。

  第 ８ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」 を 「

の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」 に 改 め る 。

  別 表 中 「 の 項 」 を 「 の 項 」 に 、 「 の 項 、 の 項 及 び の 項

か ら の 項 ま で 」 を 「 の 項 、 の 項 及 び の 項 か ら の 項 ま で 」

に 、 「 の 項 か ら の 項 ま で 」 を 「 の 項 か ら の 項 ま で 」 に 、 「

の 項 ま で 」 を 「 の 項 ま で 及 び の 項 」 に 改 め る 。

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１   こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽

  水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的 な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

  第 ８ 条 第 １ 項 第 ３ 号 ウ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ の 規 則 の 施 行

  の 日 前 に 行 っ た 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令

  和 ７ 年 環 境 省 令 第 号 ） に よ る 改 正 後 の 水 質 基 準 に 関 す る 省 令 （

  平 成 年 厚 生 労 働 省 令 第 101 号 ） の 表 中 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 事

  項 に つ い て 同 令 に 規 定 す る 環 境 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ っ て 行 う 検

  査 又 は こ れ に 相 当 す る 検 査 は 、 横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受

  水 槽 水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的 な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 施 行

  規 則 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 イ の 検 査 と み な す 。

(オ)

(イ) (ウ) (エ)
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  横 浜 市 自 転 車 駐 車 場 の 附 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

横 浜 市 規 則 第 号

横 浜 市 自 転 車 駐 車 場 の 附 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則

  横 浜 市 自 転 車 駐 車 場 の 附 置 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 年 ３

月 横 浜 市 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  第 ４ 条 第 ３ 号 中 ウ を エ と し 、 イ を ウ と し 、 同 号 ア 中 「 以 上 、 」 を

「 以 上 で 、 か つ 、 」 に 改 め 、 「 と す る 」 の 次 に 「 こ と 」 を 加 え 、 同

号 ア た だ し 書 中 「 た だ し 、 」 の 次 に 「 ラ ッ ク 等 の 」 を 加 え 、 同 号 ア

を 同 号 イ と し 、 同 号 に ア と し て 次 の よ う に 加 え る 。

ア 平 坦 な 場 所 に 設 置 す る 等 、 自 転 車 を 安 全 に 駐 車 す る こ と が

で き る 構 造 と す る こ と 。

  第 ４ 条 第 ４ 号 イ 中 「 い い 、 」 を 「 い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 」 に 改 め

、 「 昇 降 機 」 の 次 に 「 （ 籠 の 内 法 幅 が 0.5 メ ー ト ル 以 上 で 、 か つ 、

内 法 奥 行 が ２ メ ー ト ル 以 上 の も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 イ を 同

号 ウ と し 、 同 号 ア 中 「 自 転 車 駐 車 場 の 出 入 口 か ら 道 路 に 通 じ る 通 路

（ 以 下 「 」 及 び 「 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 ア を 同 号 イ と し 、 同

号 に ア と し て 次 の よ う に 加 え る 。

ア 場 内 通 路 及 び 自 転 車 駐 車 場 の 出 入 口 か ら 道 路 に 通 じ る 通 路

（ 以 下 「 場 外 通 路 」 と い う 。 ） は 、 段 （ 場 外 通 路 に あ っ て は

、 幅 員 0.3 メ ー ト ル 以 上 の 傾 斜 路 を 併 設 し た も の を 除 く 。 ）

が な い 等 、 自 転 車 を 安 全 か つ 円 滑 に 移 動 で き る 構 造 と す る こ

と 。

第 ４ 条 第 ４ 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

エ 場 内 通 路 は 、 自 転 車 の 駐 車 方 向 に 対 し て 後 方 と な る 位 置 に

、 全 て の 駐 車 区 画 の 出 入 口 に 接 す る よ う に 設 け る こ と 。

オ 場 外 通 路 に 斜 路 付 階 段 を 設 け る 場 合 の 斜 路 部 分 の 幅 員 は 、

0.3 メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。

  第 ５ 条 中 「 第 条 第 ２ 項 」 の 次 に 「 若 し く は 第 ４ 項 」 を 加 え 、 「

届 出 書 に 」 を 「 届 出 書 ２ 部 に そ れ ぞ れ 」 に 改 め 、 「 各 ２ 通 」 を 削 り

、 同 条 第 １ 号 中 「 見 取 図 （ 」 の 次 に 「 方 位 並 び に 」 を 加 え 、 同 条 第

２ 号 中 「 配 置 図 （ 」 の 次 に 「 方 位 、 」 を 加 え 、 「 、 駐 車 区 画 、 」 を

「 並 び に 駐 車 区 画 の 位 置 及 び 寸 法 並 び に 」 に 、 「 面 積 」 を 「 幅 員 」

に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 施 設 の 各 部 分 」 を 「 方 位 並 び に 施 設 の 各 室

」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中 「 300 分 の １ 」 を 「 200 分 の １ 」 に 改 め 、

「 平 面 図 （ 」 の 次 に 「 方 位 、 」 を 加 え 、 「 、 駐 車 区 画 及 び 」 を 「 並

び に 駐 車 区 画 の 位 置 及 び 寸 法 並 び に 」 に 、 「 面 積 」 を 「 幅 員 」 に 改

12 15

91

30

32

18

6

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日

のり

のり



め 、 同 条 第 ５ 号 中 「 300 分 の １ 」 を 「 100 分 の １ 」 に 改 め 、 「 又 は

」 の 次 に 「 ラ ッ ク 等 の 」 を 加 え 、 同 条 第 ７ 号 中 「 前 条 第 ４ 号 イ 」 を

「 前 条 第 ４ 号 ウ 」 に 改 め る 。

  第 ７ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 見 取 図 （ 」 の 次 に 「 方 位 並 び に 」 を 加 え

、 同 項 第 ２ 号 中 「 配 置 図 （ 」 の 次 に 「 方 位 、 」 を 加 え 、 「 、 駐 車 区

画 、 」 を 「 並 び に 駐 車 区 画 の 位 置 及 び 寸 法 並 び に 」 に 、 「 面 積 」 を

「 幅 員 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 認 定 対 象 施 設 の 各 部 分 」 を 「 方 位

並 び に 認 定 対 象 施 設 の 各 室 」 に 改 め る 。

  第 ９ 条 の 表 中 「 第 ４ 条 第 ３ 号 ウ 」 を 「 第 ４ 条 第 ３ 号 エ た だ し 書 」

に 改 め る 。

  第 条 第 ６ 号 中 「 主 た る 用 途 が 」 及 び 「 で あ っ て 附 置 義 務 規 定 の

適 用 を 受 け な い も の の 敷 地 」 を 削 り 、 「 設 置 さ れ た 」 の 次 に 「 、 こ

れ ら の 施 設 を 利 用 す る 者 を 主 た る 利 用 者 と す る 」 を 加 え 、 同 条 中 第

９ 号 を 第 号 と し 、 第 ８ 号 を 第 号 と し 、 同 条 第 ７ 号 中 「 主 な 」 を

「 主 た る 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 号 と し 、 同 条 第 ６ 号 の 次 に 次 の

３ 号 を 加 え る 。

    主 と し て 結 婚 式 場 の 用 に 供 す る 集 会 場 そ の 他 こ れ に 類 す る 施

    設

    主 と し て 斎 場 の 用 に 供 す る 集 会 場 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設

    主 と し て 、 企 業 、 国 際 機 関 、 国 際 団 体 、 学 会 そ の 他 の 団 体 が

    開 催 す る 会 議 、 展 示 会 、 見 本 市 そ の 他 の 催 し の 用 に 供 す る 集 会

    場 そ の 他 こ れ に 類 す る 施 設

      附   則

  （ 施 行 期 日 ）

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

  （ 経 過 措 置 ）

２   こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 自 転 車 駐 車 場 の 附 置 等 に 関 す る

  条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 の 規 定 は 、 こ の

  規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 横 浜 市 自 転 車

  駐 車 場 の 附 置 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ 号 。

  以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 か ら 第 ８ 条 ま で の 規 定 に よ り 設 置

  さ れ る 自 転 車 駐 車 場 （ 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 自 転 車 駐 車 場

  を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 現 に 条 例 第 条 の 規 定 に よ る 届 出 を 行

  う 自 転 車 駐 車 場 に つ い て 適 用 し 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る

  条 例 第 ４ 条 か ら 第 ８ 条 ま で の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 自 転 車 駐 車 場

  及 び 施 行 日 以 前 に 条 例 第 条 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 自 転 車 駐

  車 場 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３   第 ５ 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 条 例 第 条 の 規 定 に よ

  る 届 出 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 行 わ れ た 当 該 届 出 に つ い て は

  、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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12 11
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４   新 規 則 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る 条 例 第

  条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 行 わ れ た

  当 該 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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8
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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 459 号

　 　 　 横 浜 市 財 政 事 情 及 び 公 営 企 業 の 業 務 状 況 の 公 表

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ３ 第 １ 項 、 横 浜 市

財 政 事 情 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 及

び 横 浜 市 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財 政 運 営 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成

年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 並 び に 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 年 法 律

第 292 号 ） 第 条 の ２ 、 横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 、 横 浜 市 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す

る 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 、 横 浜 市 埋 立 事 業 の 設 置

等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 、 横 浜 市 水 道 事

業 及 び 工 業 用 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 年 月 横 浜 市

条 例 第 号 ） 及 び 横 浜 市 交 通 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 年

月 横 浜 市 条 例 第 号 ） に 基 づ き 、 横 浜 市 財 政 事 情 及 び 公 営 企 業 の

業 務 状 況 を 別 冊 の と お り 公 表 す る ｡

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

22 67

39 21

26 29 27

40

41 12 60

41 12 61

41 12 62

41 12

64 41

12 65

12 15
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横 浜 市 告 示 第 460 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

指 定 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 横 浜 ホ ー ム ク リ ニ ッ

ク

都 筑 区 牛 久 保 東 一 丁

目 番 号

令 和 ７ 年 ９ 月 日 ア オ イ 薬 局 金 沢 区 谷 津 町 番 地

令 和 ７ 年 月 １ 日 い ど が や 内 科 ・ 糖 尿

病 内 科 ク リ ニ ッ ク

南 区 井 土 ケ 谷 下 町 213

番 地

  同 二 俣 川 駅 前 Ｔ ａ Ｃ フ

ァ ミ リ ー 歯 科

旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目

番 地 の １

  同 一 般 社 団 法 人 金 沢 区

三 師 会 立 休 日 急 患 診

療 所

金 沢 区 金 沢 町 番 地

令 和 ７ 年 月 １ 日 石 川 町 ひ だ ま り ク リ

ニ ッ ク

中 区 石 川 町 ２ 丁 目

番 地 の ２

  同 た か し な 内 科 ク リ ニ

ッ ク

南 区 南 吉 田 町 ２ 丁 目

番 地 の ２

  同 ダ ル マ 薬 局 保 土 ケ 谷

店

保 土 ケ 谷 区 岩 井 町 ３

番 地 の １

  同 ジ ン 歯 科 ク リ ニ ッ ク 保 土 ケ 谷 区 星 川 一 丁

目 ７ 番 号

  同 ク リ エ イ ト 薬 局 瀬 谷

二 ツ 橋 町 店

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 548

番 地 の ９

２   訪 問 看 護 事 業 者

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

25 49

30 14

12 15

32 26

29 35

10

52

48

11 66

28

23
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令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

株 式 会 社 ル

ネ サ ン ス

東 京 都 墨 田

区 両 国 ２ 丁

目 番 号

ル ネ サ ン ス リ

ハ ビ リ ス テ ー

シ ョ ン 戸 塚

栄 区 長 沼 町 19

8 番 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

円 仁 会 株 式

会 社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ま る

っ と け あ 鶴 見

鶴 見 区 梶 山 二

丁 目 ８ 番 号

 

  同 株 式 会 社 Ｐ

Ｒ Ｅ Ｓ Ｅ Ｎ

Ｃ Ｅ

金 沢 区 六 浦

南 四 丁 目

番 号

Ｌ ａ ｔ ｔ ｅ 横

浜 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン

港 南 区 野 庭 町

675 番 地 の

  同 Ｉ ｓ Ｂ 株 式

会 社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目

番 地 の

紫 陽 花 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン

港 北 区 大 倉 山

五 丁 目 番

号

  同 円 仁 会 株 式

会 社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ま る

っ と け あ 新 横

浜

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ２ 番 地

の

  同 エ フ ィ ラ グ

ル ー プ 株 式

会 社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ６

番 地 の

マ カ ロ ン 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

戸 塚

戸 塚 区 吉 田 町

1,053 番 地

  同 エ フ ィ ラ グ

ル ー プ 株 式

会 社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ６

番 地 の

マ カ ロ ン 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

瀬 谷

瀬 谷 区 橋 戸 一

丁 目 番 地 の

４

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 Ａ

Ｍ Ａ Ｔ Ｕ Ｈ

Ｉ

中 区 桜 木 町

１ 丁 目 １ 番

地 の ８

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン Ａ Ｍ

Ａ Ｎ Ｅ Ｋ Ｕ 横

浜

戸 塚 区 汲 沢 町

番 地 の ２

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 ル

ネ サ ン ス

東 京 都 墨 田

区 両 国 ２ 丁

目 番 号

ル ネ サ ン ス リ

ハ ビ リ ス テ ー

シ ョ ン 蒔 田

南 区 花 之 木 町

３ 丁 目 番 地

の １

 

10 14

10

15

23

16

27

20

12

25

30 19

15 15

13

13

37

11 80

12

10 14
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横 浜 市 告 示 第 461 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月

日

    氏   名

 

    名   称

 

所 在 地

 

令 和 ７ 年

月 １ 日

稲   田   雷   蔵 き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 番 ２ 号

  同 宇 津 木       賢   同   同

  同 本   間   洸   希   同   同

  同 吉   田   聖   崇   同   同

  同 中   西   將   人 ア マ ー レ 治 療 院 南 区 万 世 町 １ 丁 目

１ 番 地

  同 豊   田   洋 一 郎 と よ だ 接 骨 院 港 北 区 綱 島 西 一 丁

目 番 ９ 号

  同 大   澤   璃   駆 オ ー ロ ラ 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院

緑 区 長 津 田 み な み

台 六 丁 目 番 地 の

３

  同 岡   咲   智   子 は り 、 き ゅ う 、

あ ん 摩 マ ッ サ ー

ジ 指 圧 ひ ま わ り

治 療 院 都 筑

都 筑 区 中 川 一 丁 目

番 １ 号

  同 小   掠   詠   理   同   同

  同 新   貝   康   介   同   同

  同 永   田   優   樹   同   同

 

25 55

30 14

12 15

12 24

17

23

20
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横 浜 市 告 示 第 462 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

変 更 年 月

日

名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

き く な 西 口 湯 田 ア イ ク

リ ニ ッ ク

港 北 区 篠 原 北 二 丁 目 ５ 番

６ 号

湯 田 眼 科 美 容 ク リ ニ ッ

ク

令 和 ７ 年

８ 月 １ 日

医 療 法 人 博 桜 会 横 浜 ス

パ イ ン 整 形 外 科 ク リ ニ ッ

ク

緑 区 十 日 市 場 町 819 番 地

の

た な べ 整 形 外 科 せ ぼ ね

・ 骨 粗 し ょ う 症 ク リ ニ ッ

ク

令 和 ７ 年

月 １ 日

か せ だ 整 形 外 科 保 土 ケ 谷 区 和 田 二 丁 目 ３

番 ３ 号
城 整 形 外 科

  同 薬 樹 薬 局 コ コ ロ ッ ト 鶴

ヶ 峰 店

旭 区 鶴 ケ 峰 二 丁 目 番 地

の １

グ リ ー ン 薬 局

２   訪 問 看 護 事 業 者 等

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７ 年

９ 月 １ 日

株 式 会 社 Ａ

Ｌ Ｔ Ｋ Ｅ Ｙ

南 区 白 妙

町 ５ 丁 目

番 地

そ ら 音 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 横 浜 南

南 区 白 妙 町

５ 丁 目 番 地

25 49

30 14

12 15

(新)

(旧)

(新)

13

(旧)

10

(新)

(旧)

(新) 82

(旧)

(新)

69

(新)

69

13
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南 区 宮 元

町 ２ 丁 目

番 地

南 区 宮 元 町

２ 丁 目 番 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 Ｄ

’ Ｅ Ｆ Ｆ Ｏ

Ｒ Ｔ

港 北 区 新

横 浜 三 丁 目

６ 番 地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア

神 奈 川 区 片 倉

一 丁 目 番

号

都 筑 区 茅

ケ 崎 中 央

番 ６ 号

  同 株 式 会 社 Ｄ

’ Ｅ Ｆ Ｆ Ｏ

Ｒ Ｔ

港 北 区 新

横 浜 三 丁 目

６ 番 地 の １

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 二 俣 川

旭 区 二 俣 川 ２

丁 目 番 地

都 筑 区 茅

ケ 崎 中 央

番 ６ 号

 

 

 

(旧)

37

(旧)

37

11

(新)

13 12

(旧)

16

(新)

56

(旧)

16

14
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横 浜 市 告 示 第 463 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変 更 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ６ 年

８ 月 日

佐   藤   照   男 開 設 な し 緑 区 北 八 朔 町 1,

641 番 地 の ８

緑 区 小 山 町 290

番 地 の ３

令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

今   村   信   之 長 津 田 駅 前 整 骨

院

緑 区 長 津 田 四 丁

目 ２ 番 号

緑 区 長 津 田 二 丁

目 １ 番 １ 号

令 和 ７ 年

月 １ 日

増   田       奨 小 林 整 骨 院 久

我 山

東 京 都 杉 並 区 久

我 山 ４ 丁 目 ２ 番 ５

号

小 林 整 骨 院 戸

越

東 京 都 品 川 区 平

塚 １ 丁 目 ７ 番 ９ 号

令 和 ７ 年

月 日

黒   川       響 関 内 駅 前 あ お

ば 接 骨 院

中 区 万 代 町 １ 丁

目 ２ 番 地 の

あ お ば 整 骨 院 中 区 真 砂 町 ３ 丁

目 番 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

市   川   真 由 美 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 黒   川   千   年 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

25 55

30 14

12 15

19

(新)

(旧)

(新)

20

(旧)

10

(新) (新)

(旧) (旧)

10 31

(新) (新)

12

(旧) (旧)

33

11

(新) (新)

(旧) (旧)

(新) (新)
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株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 小   林   賀   孝 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 関   野       豪 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 西   尾   公   一 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 町   田   俊   和 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

  同 山   崎       元 株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス

中 区 伊 勢 佐 木 町

７ 丁 目 148 番 地

株 式 会 社 安 心

サ ー ビ ス 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ

中 区 伊 勢 佐 木 町

４ 丁 目 114 番 地

 

 

(旧) (旧)

(新) (新)

(旧) (旧)

(新) (新)

(旧) (旧)

(新) (新)

(旧) (旧)

(新) (新)

(旧) (旧)

(新) (新)

(旧) (旧)
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横 浜 市 告 示 第 464 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

訪 問 看 護 事 業 者

休 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

一 般 社 団 法

人 メ ン タ ル

さ ぽ ー と 協

会

東 京 都 八 王

子 市 大 横 町

１ 番 ９ 号

プ ラ イ マ リ ー

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 横 浜

港 北 区 新 横 浜

一 丁 目 番 地

の

 

 

25 49

30 14

12 15

11 27

12
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横 浜 市 告 示 第 465 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

廃 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ５ 年 月 日 六 角 橋 な が さ き 歯

科

神 奈 川 区 六 角 橋 三 丁

目 １ 番 ３ 号

令 和 ７ 年 １ 月 日 山 本 歯 科 医 院 旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目

番 地

令 和 ７ 年 ３ 月 日 ね ぎ し パ ー ル 薬 局 磯 子 区 西 町 番 ８ 号

令 和 ７ 年 ９ 月 日 竹 村 耳 鼻 咽 喉 科 医

院

神 奈 川 区 西 神 奈 川 一

丁 目 ７ 番 地 の ８

  同 山 口 医 院 都 筑 区 中 川 一 丁 目 ５

番 ９ 号

令 和 ７ 年 ９ 月 日 金 沢 区 三 師 会 立 調

剤 薬 局

金 沢 区 谷 津 町 番 地

令 和 ７ 年 ９ 月 日 い ど が や 内 科 ・ 糖

尿 病 内 科 ク リ ニ ッ

ク

南 区 井 土 ケ 谷 下 町 213

番 地

  同 二 俣 川 駅 前 Ｔ ａ Ｃ

フ ァ ミ リ ー 歯 科

旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目

番 地 の １

  同 か な こ レ デ ィ ー ス

ク リ ニ ッ ク 金 沢 文

庫

金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁

目 番 ９ 号

  同 一 般 社 団 法 人 金 沢

区 三 師 会 立 休 日 救

急 診 療 所

金 沢 区 谷 津 町 番 地

25 49

30 14

12 15

12 31

31 82

31 11

14

28 35

30

52

20

35
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  同 医 療 法 人 社 団 ゆ う

あ い 会 土 屋 記 念 ク

リ ニ ッ ク

青 葉 区 新 石 川 一 丁 目

９ 番 地 の ８

令 和 ７ 年 月 １ 日 医 療 法 人 社 団 寿 徳

会 関 内 ロ イ ヤ ル 歯

科 医 院

中 区 真 砂 町 ２ 丁 目

番 地

２   訪 問 看 護 事 業 者

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７ 年

９ 月 日

株 式 会 社 ケ

イ ス ラ ッ シ

ュ

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ま る

っ と け あ 鶴 見

鶴 見 区 梶 山 二

丁 目 ８ 番 号

  同 イ ン キ ュ ベ

ク ス 株 式 会

社

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ま る

っ と け あ 新 横

浜

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ２ 番 地

の

令 和 ７ 年

月 日

Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ

ケ ア 株 式 会

社

東 京 都 品 川

区 東 品 川 ４

丁 目 番 ８

号

Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ ケ

ア 横 浜 西 訪 問

看 護

西 区 浅 間 町 ４

丁 目 338 番 地

の ２

  同 医 療 法 人 社

団 オ ホ ー ツ

ク

緑 区 青 砥 町

879 番 地 の

２

メ デ ィ カ ル ケ

ア ス テ ー シ ョ

ン あ お と

緑 区 北 八 朔 町

６ 番 地 の

 

10 25

30

15

23

15 15

11 30

12

52
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横 浜 市 告 示 第 466 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

  辞 退 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 月 日 大 石 歯 科 ク リ ニ ッ ク 戸 塚 区 品 濃 町 543 番

地 の １

 

25 49

30 14

12 15

11 30

20
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横 浜 市 告 示 第 467 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の

名 称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日

株 式 会 社

ラ ン タ ン

金 沢 区 六

浦 五 丁 目 ５

番 号

訪 問 介 護 事

業 所 ラ ン タ

ン

金 沢 区 六

浦 五 丁 目 ５

番 号

金 沢 区 瀬

戸 番 号

金 沢 区 瀬

戸 番 号

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

ケ ア ス テ

ー シ ョ ン

桜 株 式 会

社

南 区 堀 ノ 内

町 ２ 丁 目 22

1 番 地 の ４

ケ ア ス テ ー

シ ョ ン 桜

磯 子 区 磯

子 三 丁 目 １

番 号

磯 子 区 磯

子 二 丁 目

番 号

２   居 宅 介 護 支 援 事 業 者

変 更 年 月

日

事 業 者 の

名 称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

居 宅 介 護 支

援 事 業 所 の

名 称

居 宅 介 護 支

援 事 業 所 の

所 在 地

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日

株 式 会 社

か ら し 菜

瀬 谷 区 本 郷

一 丁 目 番

地 の

か ら し 菜 居

宅 介 護

瀬 谷 区 瀬

谷 四 丁 目

番 地 の ９

瀬 谷 区 中

屋 敷 一 丁 目

番 地 の ６

３   介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の

名 称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支

介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支

25 54

30 14

12 15

(新)

13

(新)

13

(旧)

15 12

(旧)

15 12

(新)

46

(旧)

20

50

34

64

(新)

44

(旧)

13

21
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援 総 合 事 業

所 の 名 称

援 総 合 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ６ 年

８ 月 １ 日

株 式 会 社

ラ ン タ ン

金 沢 区 六

浦 五 丁 目 ５

番 号

訪 問 介 護 事

業 所 ラ ン タ

ン

金 沢 区 六

浦 五 丁 目 ５

番 号

金 沢 区 瀬

戸 番 号

金 沢 区 瀬

戸 番 号

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

ケ ア ス テ

ー シ ョ ン

桜 株 式 会

社

南 区 堀 ノ 内

町 ２ 丁 目 22

1 番 地 の ４

ケ ア ス テ ー

シ ョ ン 桜

磯 子 区 磯

子 三 丁 目 １

番 号

磯 子 区 磯

子 二 丁 目

番 号

 

(新)

13

(新)

13

(旧)

15 12

(旧)

15 12

(新)

46

(旧)

20

50

22
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横 浜 市 告 示 第 468 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

居 宅 介 護 支 援 事 業 者

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

月 日

株 式 会 社 フ

ル ラ イ フ

南 区 山 王 町 ３

丁 目 番 地 の

８

フ ル ラ イ フ 鶴

見

鶴 見 区 鶴 見 中

央 四 丁 目 番

１ 号

  同   同   同 フ ル ラ イ フ 本

郷 台

栄 区 公 田 町 5

96 番 地 の ７

 

25 54

30 14

12 15

10 31 24 32

23
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横 浜 市 告 示 第 469 号

　 　 　 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業

　 　 　 者 の 指 定

  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 123 号 ） 第 条 第 １ 項 及 び 第 115 条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予

防 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

事 業 者 の

名 称

事 業 所 の 名

称

事 業 所 の 所

在 地

指 定 年 月

日

サ ー ビ ス の

種 類

株 式 会 社

チ ャ ー ム

・ ケ ア ・

コ ー ポ レ

ー シ ョ ン

チ ャ ー ム ス

イ ー ト 能 見

台

金 沢 区 能 見

台 二 丁 目 １

番 地 の ４

令 和 ７ 年

月 １ 日

特 定 施 設 入

居 者 生 活 介

護 、 介 護 予

防 特 定 施 設

入 居 者 生 活

介 護

70

12 15

12

24
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横 浜 市 告 示 第 470 号

　 　 　 保 存 す べ き 緑 地 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

保 存 す べ き 緑 地       指 定 地 域       指 定 期 間

瀬 谷 市 民 の 森 瀬 谷 区 瀬 谷 町 5,627 番

の １ 及 び 5,632 番 の ７

令 和 ７ 年 ９ 月 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で

48 47

12 15

25

18 31

25
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横 浜 市 告 示 第 471 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 の 決 定

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 を 次 の と お り 決 定 し た

。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業

    藤 が 丘 一 丁 目 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域    

    青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 地 内

43 19

12 15

26
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横 浜 市 告 示 第 472 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園

を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 公 園

    ２ ・ ２ ・ 1703 号 藤 が 丘 駅 前 公 園

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    追 加 す る 部 分

      な し

    削 除 す る 部 分

      な し

    変 更 す る 部 分

      青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 地 内

43 21

19

12 15

(１)

(２)

(３)

27
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横 浜 市 告 示 第 473 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 の 決 定

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画 を 次 の と お り 決 定 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 地 区 計 画

    藤 が 丘 駅 前 地 区 地 区 計 画

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 及 び 藤 が 丘 二 丁 目 地 内

43 19

12 15

28
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横 浜 市 告 示 第 474 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火

地 域 及 び 準 防 火 地 域 を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

    追 加 す る 部 分

      な し

    削 除 す る 部 分

      な し

    変 更 す る 部 分

      青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 及 び 藤 が 丘 二 丁 目 地 内

43 21

19

12 15

(１)

(２)

(３)

29
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 685 号

　 　 　 公 園 の 区 域 の 変 更

  横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名 称 位 置 変 更 に 係

る 区 域

面       積 変 更 年 月

日
新 旧

浦 島 公 園 神 奈 川 区

亀 住 町

番

別 図 の と

お り

6,763 ㎡ 2,066 ㎡ 令 和 ７ 年

月 日

帷 子 川 緑 道 旭 区 今 宿

南 町 1,96

2 番 ２ 地

先

別 図 の と

お り

7,718 ㎡ 6,540 ㎡ 令 和 ７ 年

月 日

二 俣 川 一 丁

目 公 園

旭 区 二 俣

川 １ 丁 目

６ 番 の

別 図 の と

お り

892 ㎡ 795 ㎡ 令 和 ７ 年

月 日

  別 図 （ 省 略 ）

 

33 11

12 15

18 12 15

12 22

15

12 15

30
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横 浜 市 公 告 第 686 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 申 請 さ れ た 次 の 土 地 の 区 域 に つ い て 、 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質

の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て

指 定 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    南 区 大 岡 五 丁 目 1,387 番 の １ 及 び 1,388 番 の １ の 各 一 部 並 び に

  港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 128 番 の ２ 及 び 129 番 の 各 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 シ ア ン 化 合 物 並

  び に ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

14 53 14

11

12 15

31
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横 浜 市 公 告 第 687 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

２ 年 ９ 月 横 浜 市 公 告 第 489 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    金 沢 区 幸 浦 一 丁 目 ８ 番 の １ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    ク ロ ロ エ チ レ ン 、 四 塩 化 炭 素 、 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 、 １ ，

  １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ３ － ジ

  ク ロ ロ プ ロ ペ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ，

  １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 １ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 ト

  リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ベ ン ゼ ン 、 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 、 六 価

  ク ロ ム 化 合 物 、 シ ア ン 化 合 物 、 水 銀 及 び そ の 化 合 物 、 セ レ ン 及 び

  そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及

  び そ の 化 合 物 、 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 、 シ マ ジ ン 、 チ オ ベ ン カ ル

  ブ 、 チ ウ ラ ム 、 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 、 有 機 り ん 化 合 物

３   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 、 六 価 ク ロ ム 化 合 物 、 シ ア ン 化 合 物

  、 水 銀 及 び そ の 化 合 物 、 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合

  物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 、 ほ う 素 及 び そ

  の 化 合 物

４   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 対 象 地 の 土 壌 汚 染 の お そ れ の 把 握 等 を 省 略

  し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略

  し た 調 査 の 過 程 を 改 め て 実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 及 び 土 壌

  含 有 量 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た た め 。

14 53 11

12 15

32

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日



横 浜 市 公 告 第 688 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 一 部 の 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

３ 年 ６ 月 横 浜 市 公 告 第 346 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    金 沢 区 幸 浦 一 丁 目 ８ 番 の ３ の 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    ク ロ ロ エ チ レ ン 、 四 塩 化 炭 素 、 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 、 １ ，

  １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ３ － ジ

  ク ロ ロ プ ロ ペ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ，

  １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 １ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 ト

  リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ベ ン ゼ ン 、 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 、 六 価

  ク ロ ム 化 合 物 、 シ ア ン 化 合 物 、 水 銀 及 び そ の 化 合 物 、 セ レ ン 及 び

  そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及

  び そ の 化 合 物 、 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 、 シ マ ジ ン 、 チ オ ベ ン カ ル

  ブ 、 チ ウ ラ ム 、 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 、 有 機 り ん 化 合 物

３   土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 、 六 価 ク ロ ム 化 合 物 、 シ ア ン 化 合 物

  、 水 銀 及 び そ の 化 合 物 、 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合

  物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 、 ほ う 素 及 び そ

  の 化 合 物

４   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 対 象 地 の 土 壌 汚 染 の お そ れ の 把 握 等 を 省 略

  し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略

  し た 調 査 の 過 程 を 改 め て 実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 及 び 土 壌

  含 有 量 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た た め 。

14 53 11

12 15

33

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日



横 浜 市 公 告 第 689 号

　 　 　 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の

　 　 　 解 除

  土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

７ 年 ３ 月 横 浜 市 公 告 第 138 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 全 部 の 指 定 を

解 除 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

    戸 塚 区 上 矢 部 町 字 大 ノ 下 585 番 の １ 及 び 606 番 の 各 一 部

２   土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

    ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

３   講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

    基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去

 

14 53 11

12 15

34

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日



横 浜 市 公 告 第 690 号

　 　 　 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質

　 　 　 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の 解 除

  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 年 月 横 浜 市 条 例

第 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に

関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和 ７ 年 ７

月 横 浜 市 公 告 第 404 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 全 部 の 指 定 を 解 除 す

る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１  解 除 す る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

   栄 区 公 田 町 字 上 耕 地 1,638 番 の の 一 部

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類

   ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置

   基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去

 

 

14 12

58 67

12 15

58
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横 浜 市 公 告 第 691 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変   更

年 月 日

指 定

番 号

名   称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ７ 年

月 日

11108 株 式 会 社

豊 成 建 設

山   下   慎   二 保 土 ケ 谷 区 桜 ケ

丘 一 丁 目 １ 番 ３ 号

中 区 山 田 町 ３ 番

地 の ２

11

12 15

10 10

(新)

(旧)

36
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横 浜 市 公 告 第 692 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ５ 月 日 第 2024 開 1701 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 ２ 丁 目 ２ 番 ３ 号

    株 式 会 社 フ ー ジ ャ ー ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン

      代 表 取 締 役   小   川   栄   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 た ち ば な 台 一 丁 目 ２ 番 の ２

43 36

12 15

28

37

横浜市報　定期第217号　令和７年12月15日



横 浜 市 公 告 第 693 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ６ 月 日 第 2024 開 203 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 番 地 の

    つ く み 住 研 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   大   川   義   弘

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    神 奈 川 区 白 楽 ５ 番 の か ら ５ 番 の ま で 、 ５ 番 の 、 番 の

  の 一 部 及 び 番 の か ら 番 の ま で

43 36

12 15

14

13 27

32 46 48 46 57

46 58 46 65
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横 浜 市 公 告 第 694 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ３ 月 日 第 2024 開 106 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    鶴 見 区 馬 場 七 丁 目 番 号

    有 限 会 社 リ ア ル エ ス テ ー ト ・ ツ ク ダ

      代 表 取 締 役   附   田   徳   志

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 411 番 の １ 、 411 番 の ３ 、 411 番 の ６ 、 411

  番 の 、 413 番 の 、 413 番 の か ら 413 番 の ま で 、 414 番 の

  ３ 及 び 414 番 の ６ か ら 414 番 の ８ ま で

43 36

12 15

28

27 22

61 21 34 37
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横 浜 市 公 告 第 695 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ５ 月 日 第 2025 開 1101 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 ２ 丁 目 ７ 番 ２ 号

    株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・ デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト

      代 表 取 締 役   福   岡   良   介

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 鳥 山 町 846 番 の ２ か ら 846 番 の ８ ま で

43 36

12 15

16

40
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横 浜 市 公 告 第 696 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ２ ・ ７ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 １ 日

３   道 路 の 幅 員

    5.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    16.81 ｍ

５   指 定 の 場 所

    神 奈 川 区 神 之 木 町 番 の

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 ア ー ル ・ デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト

      代 表 取 締 役   石   井   拓   人

25 42

12 15

12

10 39

41
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横 浜 市 公 告 第 697 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

    第 ・ 号

２   廃 止 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 ３ 日

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    128.00 ｍ

５   廃 止 の 場 所

    栄 区 若 竹 町 158 番 の ９ 地 先 か ら 158 番 の 地 先 ま で 及 び 158 番

  の 地 先 か ら 453 番 の ４ 地 先 ま で
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横 浜 市 公 告 第 698 号

　 　 　 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 の 認 可

  土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 年 法 律 第 119 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 （ １ 人 施 行 ） を 次 の と お り 認 可 し

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   土 地 区 画 整 理 事 業 の 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 藤 が 丘 一 丁 目 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業

２   施 行 者 の 住 所 及 び 名 称

    東 京 都 品 川 区 旗 の 台 １ 丁 目 ５ 番 ８ 号

    学 校 法 人 昭 和 医 科 大 学

      理 事 長   小   口   勝   司

３   施 行 地 区

    青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 の 一 部

４   事 業 施 行 期 間

    令 和 ７ 年 月 日 か ら 令 和 年 ３ 月 日 ま で

５   事 務 所 の 所 在 地

    東 京 都 品 川 区 旗 の 台 １ 丁 目 ５ 番 ８ 号

６   施 行 認 可 の 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 日

７   事 業 年 度

    毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 日 ま で

８   公 告 の 方 法

    事 務 所 に 掲 示
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横 浜 市 公 告 第 699 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 藤 が 丘 一 丁 目 地 区 土 地 区 画 整 理 事

　 　 　 業 の 施 行 認 可 に 係 る 関 係 図 書 の 縦 覧

  土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 年 法 律 第 119 号 ） 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 藤 が 丘 一 丁 目 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の

施 行 の 認 可 を 公 告 し た の で 、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 事 業 計 画

に お い て 定 め る 施 行 地 区 及 び 設 計 の 概 要 を 表 示 す る 図 書 の 写 し を 次

の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 都 市 整 備 局 市 街 地 整 備 部 市 街 地 整 備 推 進 課

２   縦 覧 時 間

    午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

  及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規 定 す

  る 休 日 並 び に 月 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）
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消 防 局

　

消 防 局 公 告 第 号

　 　 　 横 浜 消 防 出 初 式 2026 に お い て サ イ レ ン を 用 い る 件

  横 浜 消 防 出 初 式 2026 に お い て 、 消 防 総 合 訓 練 等 を 実 施 す る た め 、

次 の と お り サ イ レ ン を 用 い る の で 、 消 防 法 （ 昭 和 年 法 律 第 186 号

） 第 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 日

横 浜 市 消 防 局 長   佐 々 木   功   喜

１   サ イ レ ン を 用 い る 日 時

    令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ） 時 分 頃 か ら 時 分 頃 ま で

    令 和 ８ 年 １ 月 日 （ 日 ） 時 分 頃 か ら 時 分 頃 ま で

                          時 分 頃 か ら 時 分 頃 ま で  

２   サ イ レ ン を 用 い る 場 所

    赤 レ ン ガ パ ー ク （ 中 区 新 港 一 丁 目 １ 番 ）
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区 選 挙 管 理 委 員 会

　

栄 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 １ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 委 員 の 補 欠

  令 和 ７ 年 月 日 本 委 員 会 委 員 長 職 務 代 理 者 長 瀬 潔 が 退 職 し た の

で 、 令 和 ７ 年 月 １ 日 本 委 員 会 に 次 の 者 を 補 欠 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 １ 日

横 浜 市 栄 区 選 挙 管 理 委 員 会

  長   瀬   和   男
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栄 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 １ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 委 員 長 等 の 氏 名

  令 和 ７ 年 月 １ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 職 務 代 理 者 に 就 任 し

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 １ 日

横 浜 市 栄 区 選 挙 管 理 委 員 会

  委 員 長 職 務 代 理 者

    長   瀬   和   男
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港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 ２ 日 掲 示 済 ）

　 委 員 長 等 の 氏 名

令 和 ７ 年 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。

　 令 和 ７ 年 月 ２ 日

横 浜 市 港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長

  内   山   秀   信

委 員 長 職 務 代 理 者

子  
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緑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 ２ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 委 員 長 等 の 氏 名

  令 和 ７ 年 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ２ 日

横 浜 市 緑 区 選 挙 管 理 委 員 会

  委 員 長

    長   岡   宜   徳

  委 員 長 職 務 代 理 者

    齋   藤   純   男
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青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 ２ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 委 員 長 等 の 氏 名

  令 和 ７ 年 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ２ 日

横 浜 市 青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会

  委 員 長

    田   中   雅   之

  委 員 長 職 務 代 理 者

    小   野   義   夫
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都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 ２ 日 掲 示 済 ）

　 委 員 長 等 の 氏 名

令 和 ７ 年 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。

　 令 和 ７ 年 月 ２ 日

横 浜 市 都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長

委 員 長 職 務 代 理 者

  柴   野       勝
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人 事 委 員 会

　

  初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 月 ３ 日

横 浜 市 人 事 委 員 会

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 号 （ 令 和 ７ 年 月 ３ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

　 　 　 す る 規 則

  初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 平 成 年 ３ 月 横 浜 市

人 事 委 員 会 規 則 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

  別 表 第 ３ 中

「           「

  179,900       190,100

  184,100       195,300

  188,400       200,600

  193,900       206,500

  201,300       213,500

  211,100   を   223,300   に 改 め る 。

  220,300       232,900

  224,700       239,300

  229,800       244,300

  235,000       249,100

  240,200       253,900

  245,400       258,700  

          」           」

      附   則

  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す

る 。
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正 誤

　

　

　 　 　

  平 成 年 号 外 第   ペ ー ジ 下 か ら 行 目 「 と の 合 計 と の 面 積 」

は 「 と の 合 計 の 面 積 」 の 誤 り 。
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